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証券コード　3321

平成26年８月７日

株 主 各 位
名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号

代表取締役社長 橘 　 至 朗

第38期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第38期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年８月21日（木曜日）
午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成26年８月22日（金曜日）午前10時
２．場 所 名古屋市中区金山町一丁目１番１号

ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋
５階　ローズルーム
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 　１．第38期（平成25年６月１日から平成26年５月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

　２．第38期（平成25年６月１日から平成26年５月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案

剰余金処分の件
監査役２名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://
www.mitachi.co.jp/ir/ir08.html）に修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成25年６月１日から
平成26年５月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

①　全般の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、金融緩和や経済政策の効果によ

り企業収益が改善し、設備投資や個人消費の持ち直しがみられており、景

気は消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動があるものの緩やかな回復

基調で推移いたしました。

　このような経済状況のもと、当社グループの主要取引先である自動車分

野につきましては、新規顧客への販売が堅調に推移いたしました。民生分

野につきましては、光半導体の受託生産の受注が減少いたしました。アミ

ューズメント分野につきましては、新規案件の受注により堅調に推移いた

しました。その他の分野につきましては、工作機械向け受注が回復し、売

上は増加いたしました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は326億９千９百万円（前期比4.2％

増）、利益につきましては、利益構造の改革などが功を奏し、営業利益は

７億３千９百万円（前期比34.8％増）となり、経常利益は８億８千８百万

円（前期比8.4％増）、当期純利益は６億１千６百万円（前期比4.2％増）

となりました。

－ 2 －

当事業年度の事業の状況
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　セグメントの業績は、次のとおりであります。

（国内事業部門）

車載機器関連向け商材の販売及び工作機械向け受注が増加した結果、連

結売上高は211億５千１百万円（前期比11.0％増）となりました。セグメン

ト利益は９億２百万円（前期比5.9％増）となりました。

（海外事業部門）

　光半導体の受託生産が減少した結果、連結売上高は115億４千７百万円

（前期比6.4％減）となりました。一方、利益構造の改革などが進み、セグ

メント利益は３億１千８百万円（前期比98.4％増）となりました。
（単位：百万円）

セ グ メ ン ト

第37期
（平成25年５月期）

第38期
（平成26年５月期）

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

国 内 事 業 部 門 19,051 60.7％ 21,151 64.7％

海 外 事 業 部 門 12,342 39.3％ 11,547 35.3％

合 計 31,394 100.0％ 32,699 100.0％

②　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額

は１億４千７百万円であり、主要なものは海外事業部門の製造設備７千４

百万円であります。

③　資金調達の状況

当連結会計年度中の資金調達は、経常的な資金調達のみで、特に記載す

べき事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　　該当事項はありません。

－ 3 －
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(2) 財産及び損益の状況

当期並びに過去３年間の財産及び損益の状況の推移は次のとおりでありま

す。

区 分
第 35 期

(平成23年５月期)
第 36 期

(平成24年５月期)
第 37 期

(平成25年５月期)

第 38 期
(当連結会計年度)
(平成26年５月期)

売 上 高(百万円) 31,661 37,202 31,394 32,699

当期純利益又は当期
純 損 失 （ △ ）

(百万円) 116 △185 591 616

１株当たり当期純利
益又は１株当たり当
期 純 損 失 ( △ )

(円) 15.79 △25.30 80.53 83.88

総 資 産(百万円) 12,745 13,828 13,088 14,070

純 資 産(百万円) 5,062 4,769 5,360 6,004

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 688.80 648.92 729.33 813.68

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

M. A. T E C H N O L O G Y, I N C.
161百万

フィリピンペソ
93.1％ 電 子 部 品 の 製 造

美 達 奇 （ 香 港 ） 有 限 公 司
9,900千
香港ドル

100.0％ 電 子 部 品 の 販 売

台 湾 美 達 旗 股  有 限 公 司
13百万

台湾ドル
100.0％ 電 子 部 品 の 販 売

敏拓吉電子（上海）有限公司
3,450千
米ドル

100.0％
(100.0)

電 子 部 品 の 販 売

美達奇電子（深圳）有限公司
400千
米ドル

100.0％
(100.0)

電 子 部 品 の 販 売

MITAC H I ( T H A I L A N D ) C O . , L T D .
12百万

タイバーツ
100.0％
( 99.0)

電 子 部 品 の 販 売

P T .  M I T A C H I  I N D O N E S I A
300千
米ドル

100.0％
( 99.6)

電 子 部 品 の 販 売

（注）１．議決権比率の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

　    ２．PT. MITACHI INDONESIAは平成25年６月に設立いたしました。

－ 4 －
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(4) 対処すべき課題

現在のような厳しい競争社会のなかにあって企業が発展し続けるためには、

時代の流れを読み、時代の先を見据えて自らを日々変革し、また勇気を持っ

て新しいことにチャレンジしていくことが必要と考えております。また、グ

ローバルかつ中長期的には当社グループが得意とするエレクトロニクスをコ

アとするソリューションサービスの需要はさらに高まることが想定され、お

客様から魅力を感じていただけるような営業姿勢及びサービスを絶えず追求

していくことで、お客様とともに着実な成長を遂げてまいりたいと考えてお

ります。

対処すべき課題の内容は次のとおりです。

①　国内営業基盤強化及びグローバル展開の加速

　当社グループの中核ビジネスである商社機能につきましては、今後も

さらなる強化・拡充を図り、国内営業基盤の強化及びグローバル展開の

加速を推進してまいります。重点施策として以下の項目に取り組み対処

していきたいと考えております。

・新規商材の探求及び戦略的拡販推進

・海外拠点の拡充及び展開エリアの拡大

・大手企業との新規取引推進

②　メーカー志向の強化及び新規ビジネスの推進

　日々多様化する顧客ニーズを読み取り時代の流れの先を見据え、自ら

新しいビジネスを構想していくことが企業にとって必要不可欠でありま

す。当社グループは「構想力」を養い積極的に新規ビジネスにチャレン

ジしてまいります。また、外部環境に左右されない経営体質の構築にお

いてメーカー機能の強化を推進してまいります。重点施策として以下の

項目に取り組み対処していきたいと考えております。

・自社ブランド製品及び新規ビジネスへの挑戦

・EMSビジネスの拡大推進

・有望メーカーの買収・提携・出資

－ 5 －
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③　組織・バックアップ体制の再構築

　組織・人事体制の再構築や活性化を含め、バックアップ体制を強化し

てまいります。また、経営資源の効率化を図り、ローコスト経営の推進

及び雇用の維持に努めてまいります。重点施策として以下の項目に取り

組み対処していきたいと考えております。

・組織・人事政策の充実

・次期基幹システムの構築検討

・財務戦略の推進

(5) 主要な事業内容（平成26年５月31日現在）

①　電子デバイスの販売：半導体・液晶・その他電子部品

②　電子デバイス及び機器の製造、販売

③　電子機器組立製造装置の販売：実装製造装置・検査装置

(6) 主要な営業所及び工場（平成26年５月31日現在）

名　　　　　　称 　　所　　　　　在　　　　　地

本 社 名古屋市中区

三 河 支 店 愛知県岡崎市

東 京 支 店 東京都千代田区

関 西 支 店 京都市下京区

浜 松 営 業 所 浜松市中区

M . A . T E C H N O L O G Y , I N C . フィリピン　カビテ州

美 達 奇 （ 香 港 ） 有 限 公 司 香港　九龍

台 湾 美 達 旗 股  有 限 公 司 台湾　台北市

敏 拓 吉 電 子 （ 上 海 ） 有 限 公 司 中国　上海市

美 達 奇 電 子 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 中国　深圳市

M I T A C H I  ( T H A I L A N D )  C O . , L T D . タイ　バンコク

P T .  M I T A C H I  I N D O N E S I A インドネシア　ジャカルタ

（注）１．東京支店は、平成25年７月に品川区から千代田区に移転いたしました。

　　　２．PT. MITACHI INDONESIAは、平成25年６月に設立いたしました。
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(7) 使用人の状況（平成26年５月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

セ グ メ ン ト の 名 称 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

国 内 事 業 部 門 81（  2）名 14名減（ 1名増）

海 外 事 業 部 門 262（318）名 48名減（52名減）

全 社 （ 共 通 ） 28（ －）名 4名増（増減無）

合 計 371（320）名 58名減（51名減）

（注）１．使用人数は、就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ

外から当社グループへの出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時

雇用者数（パート社員、派遣社員）は当連結会計年度の平均人員数を（ ）外数で記載

しております。

      ２．全社（共通）として、記載されている使用人数は、管理部門に所属しているものであ

ります。

３．使用人数が前期末と比べて就業人員数が58名、臨時雇用者数が51名減少しております

が、その主な理由は、M.A.TECHNOLOGY,INC.の合理化によるものであります。

　　②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

123（2）名 6名減（1名増） 37.9歳 9.6年

（注）使用人数は、就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含

むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パート社員、派遣社員）は当

事業年度の平均人員数を（ ）外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成26年５月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,455百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 809百万円

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 10百万円

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 10百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 7 －
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成26年５月31日現在）

① 発行可能株式総数 16,000,000株

② 発行済株式の総数 7,350,000株

③ 株 主 数 3,409名

④ 大株主（上位13名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 Ｊ Ｕ 1,844,800株 25.10％

橘 　 至 朗 316,700株 4.31％

ミ タ チ 産 業 従 業 員 持 株 会 243,607株 3.31％

井 上 銀 二 220,000株 2.99％

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 200,000株 2.72％

井 　 上 　 佐 恵 子 180,000株 2.45％

岩 成 一 郎 165,000株 2.25％

野 中 光 夫 110,000株 1.50％

株 式 会 社 光 波 102,000株 1.39％

橘 　 篤 敬 100,000株 1.36％

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 100,000株 1.36％

ロ ー ム 株 式 会 社 100,000株 1.36％

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 100,000株 1.36％

（注）持株比率は自己株式（461株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

－ 8 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成26年５月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 橘 　 至 朗 M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長

代 表 取 締 役 副 社 長 橘 　 和 博 経営企画室担当

専 務 取 締 役 井 上 銀 二 M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役社長

常 務 取 締 役 奥 村 浩 文 営業部門担当

常 務 取 締 役 大 島 卓 也 管理部門担当

取 締 役 川 原 康 夫
技術開発室担当
品質保証室担当
営業部門副担当

常 勤 監 査 役 西 山 重 正

監 査 役 清 水 哲 二

監 査 役 伊 藤 嘉 量

（注）１．監査役清水哲二氏及び監査役伊藤嘉量氏は、社外監査役であります。

２．常勤監査役西山重正氏は、長年にわたり決算手続及び財務諸表等の作成に従事してお

りましたので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

３．当社は、監査役清水哲二氏及び監査役伊藤嘉量氏を東京証券取引所、名古屋証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 9 －

会社役員の状況
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②　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 6名 135,130千円

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

3名
（2名）

14,260千円
（6,500千円）

合 計 9名 149,390千円

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成12年８月25日開催の第24期定時株主総会において年額３

億円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成12年８月25日開催の第24期定時株主総会において年額５

千万円以内と決議いただいております。

４．上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

　　当事業年度における役員賞与引当金の繰入額17,900千円（取締役６名に対して16,600

千円、監査役３名に対して1,300千円（うち社外監査役に対して500千円））。

③　社外役員に関する事項

イ　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

ロ　当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（13回開催） 監査役会（6回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

監 査 役 清 水 哲 二 13回 100％ 6回 100％

監 査 役 伊 藤 嘉 量 12回 92％ 6回 100％

・取締役会及び監査役会における発言状況

　監査役清水哲二氏、伊藤嘉量氏は、当事業年度に開催された取締役

会及び監査役会の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ

ております。

ハ　責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としてお

ります。

－ 10 －
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

　　②　報酬等の額

支 払 額

当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15,000千円

当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

15,000千円

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　非監査業務の内容

該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会

の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目

的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任

の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

次のとおりであります。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

　　創業精神である、「三つ（お客様・仕入先・当社）で立つ」という三位

一体の精神（頭文字とガールの水道橋からの「M」のシンボルマークと、社

名「ミタチ産業」で表しています。）を根幹として、経営理念①顧客第一

主義②人間尊重③一流へのチャレンジ④創造的革新⑤企業の社会貢献を掲

げ、さらにミタチ産業役職員の行動指針を定め、役職員が基本的な価値観

や倫理観を共有し、業務に活かすために、管理部担当取締役を委員長とし

て「倫理コンプライアンス委員会」を設置しコンプライアンス統括部署と

するとともに、事務局を管理部と定め、コンプライアンス体制の整備維持

を図ることとしています。

　　また、法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内

部通報管理マニュアル」を制定しています。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役会議事録はじめ各委員会議事録は、法令・社内規程に基づき保管

しています。

　　また、文書管理規程に基づき取締役会議事録をはじめ各委員会議事録を

管理しています。そして「倫理コンプライアンス委員会」の指名した委員

は、取締役会議事録・部長会議事録及び監査役会議事録の保管状況を３ヶ

月ごとに検査し報告書を作成保管しています。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　リスク管理については、様々なリスクを未然に防ぐべく、また、リスク

が発生した場合にはその損害を最小限に抑制することを基本方針として、

倫理コンプライアンス委員会のもとに、リスク管理委員会、情報管理委員

会、情報セキュリティ委員会、内部統制委員会を設置し、全社的なリスク

管理体制の整備をしています。

－ 12 －
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　重要な意思決定や取締役の職務執行状況の監督を行う取締役会は、毎月

１回の定例開催のほか必要に応じて臨時に開催しています。取締役会の決

定に基づく業務の執行は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程に基づ

き組織的・効率的な運営を図っています。事業年度ごとの事業計画書を作

成し、毎月開催の営業会議で、部門別の進捗状況を検討しています。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　コンプライアンス体制の充実のために管理部担当取締役を委員長として、

「倫理コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンス

マニュアルを制定し、また、コンプライアンス統括部署を「倫理コンプラ

イアンス委員会」とするとともに、事務局を管理部と定め、コンプライア

ンス研修を通じて役職員の研鑽に努めています。

⑥　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　当社グループ各社は、関係会社管理規程により、統括部署を管理部と定

め、グループ各社から業務内容の報告を受ける体制となっています。当社

の内部監査室は、年に１回以上各社の内部監査を行っています。さらに常

勤監査役による監査も、適宜行っています。また、グループ内取引の適正

性を保持するために、グループ内取引については、必要に応じて「倫理コ

ンプライアンス委員会」が審査しています。

　　また、法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組みとして「内

部通報管理マニュアル」を制定しています。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人の独立性に関する事項

　　監査役は、３名体制（うち常勤１名）であり、その職務を適切に遂行で

きる体制を整備しています。また、監査役よりその職務を補助すべき使用

人を置くことを求められた時は、取締役会で補助使用人の独立性を決議し、

人事異動・人事評価は、監査役（会）の承認を受けます。

－ 13 －
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⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

　　取締役は会社に損害を及ぼすおそれのある事項があることを発見したと

きは、直ちに監査役へ報告する体制にあります。常勤監査役は、重要な意

思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な

会議または、委員会に出席するほか、重要な書類を閲覧し、また、役職員

に報告を求めることができる体制を整えています。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち意見交換を行っています。

また、監査役は、内部監査室や会計監査人とも緊密な連携を図っています。

⑩　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　　当社は、反社会的勢力との関係は一切これを持たず、その勢力を助長す

る行為は一切行わないとともに、金品等不当な要求に対しては、毅然とし

た態度で臨むこととしています。また、コンプライアンスマニュアルの定

めにより、倫理コンプライアンス委員会が、各部門長と連携し、適切な情

報交換をするとともに、関係部署や顧問弁護士のほか、愛知県警をはじめ

とした所轄警察署などの関係官庁とも緊密に連携し、対応することとして

います。

◎　本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しており

ます。

－ 14 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成26年５月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

未 収 消 費 税 等

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

12,522,890

1,458,815

7,214,357

437,007

3,089,058

117,907

29,032

80,385

96,326

1,548,040

1,027,715

391,428

145,949

460,338

29,998

99,388

420,935

102,278

30,354

2,439

328,804

△42,940

流 動 負 債 6,838,726

支払手形及び買掛金 5,041,076

電 子 記 録 債 務 187,268

短 期 借 入 金 1,267,708

未 払 法 人 税 等 32,723

賞 与 引 当 金 88,819

役 員 賞 与 引 当 金 17,900

そ の 他 203,229

固 定 負 債 1,227,785

長 期 借 入 金 1,017,520

繰 延 税 金 負 債 55,141

資 産 除 去 債 務 24,439

そ の 他 130,684

負 債 合 計 8,066,511

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 5,813,605

資 本 金 521,600

資 本 剰 余 金 572,400

利 益 剰 余 金 4,719,837

自 己 株 式 △232

その他の包括利益累計額 166,587

その他有価証券評価差額金 11,423

為替換算調整勘定 155,164

少 数 株 主 持 分 24,225

純 資 産 合 計 6,004,418

資 産 合 計 14,070,930 負 債 及 び 純 資 産 合 計 14,070,930

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成25年６月１日から
平成26年５月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 32,699,000

売 上 原 価 29,657,732

売 上 総 利 益 3,041,268

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,301,761

営 業 利 益 739,507

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,564

受 取 配 当 金 1,761

仕 入 割 引 35,124

受 取 家 賃 36,043

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 5,542

為 替 差 益 10,493

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 76,279

そ の 他 21,878 190,687

営 業 外 費 用

支 払 利 息 35,041

売 上 割 引 3,876

そ の 他 2,822 41,739

経 常 利 益 888,455

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,573 1,573

特 別 損 失

持 分 変 動 損 失 4,560 4,560

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 885,468

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 88,456

法 人 税 等 調 整 額 187,573 276,030

少数株主損益調整前当期純利益 609,437

少 数 株 主 損 失 （ △ ） △7,076

当 期 純 利 益 616,514

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成25年６月１日から
平成26年５月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

少 数 株 主
持 分

純資産合計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包
括利益累計
額 合 計

平成2 5年６月１日
期 首 残 高

521,600 572,400 4,240,752 △203 5,334,549 2,905 22,864 25,770 － 5,360,319

連結会計年度中の
変 動 額

剰余金の配当 △124,943 △124,943 － △124,943

当期純利益 616,514 616,514 － 616,514

自己株式の
取 得

△28 △28 － △28

連結子会社株式
の取得による持
分 の 増 減

△12,486 △12,486 － △12,486

株主資本以外の
項目の連結会計
年 度 中
の変動額(純額)

－ 8,518 132,299 140,817 24,225 165,042

連結会計年度中
の変動額合計

－ － 479,084 △28 479,056 8,518 132,299 140,817 24,225 644,099

平成2 6年５月3 1日
期 末 残 高

521,600 572,400 4,719,837 △232 5,813,605 11,423 155,164 166,587 24,225 6,004,418

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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　Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

(１)連結子会社の状況

連結子会社の数

６社

連結子会社の名称

M.A.TECHNOLOGY,INC.

美達奇（香港）有限公司

台湾美達旗股有限公司

敏拓吉電子（上海）有限公司

美達奇電子（深圳）有限公司

MITACHI (THAILAND) CO.,LTD.

上記のうちMITACHI (THAILAND) CO.,LTD.については、重要性が増したため、当連結

会計年度より連結の範囲に含めております。

(２)非連結子会社の状況

非連結子会社の数

１社

非連結子会社の名称

PT. MITACHI INDONESIA

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は

いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(１)持分法を適用した非連結子会社の状況

該当事項はありません。

(２)持分法を適用しない非連結子会社の状況

非連結子会社の数

１社

非連結子会社の名称

PT. MITACHI INDONESIA

持分法を適用しない理由

非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等が連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、全体として重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しております。

－ 18 －

連結注記表



2014/07/24 13:18:52 / 14000817_ミタチ産業株式会社_招集通知

３．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

　①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

　②たな卸資産

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　①有形固定資産

建物　　　当社は、定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）は定額法）を採用し、連結子会社は、定額法を採用し

ております。

その他　　定率法、ただし連結子会社は定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３～50年

　②無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。

（３）重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

　②賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度

の負担額を計上しております。

　③役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度の

負担額を計上しております。

－ 19 －
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４．重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　在外連結子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しております。

５．消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

Ⅱ．表示方法の変更

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において区分掲記しておりました投資その他の資産の「破産更生債権

等」（当連結会計年度は、42,940千円）は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会

計年度より投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記事項

１．減価償却累計額

有形固定資産 1,221,444千円

２．連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年

度末日満期手形の金額は次のとおりであります。

受取手形 75,914千円

支払手形 43,997千円

３．たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

商品及び製品 2,972,609千円

仕掛品 8,848千円

原材料及び貯蔵品 107,601千円

－ 20 －
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　Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記事項

１．発行済株式の総数

当連結会計年度期首
株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

発 行 済 株 式

普 通 株 式 7,350,000株 ―株 ―株 7,350,000株

合 計 7,350,000株 ―株 ―株 7,350,000株

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

平成25年８月23日
定 時 株 主 総 会

普通株式 51,447千円 利益剰余金 7円00銭 平成25年５月31日 平成25年８月26日

平成25年12月13日
取 締 役 会

普通株式 73,495千円 利益剰余金 10円00銭 平成25年11月30日 平成26年２月10日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度

となるもの

決 議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

平成26年８月22日
定 時 株 主 総 会

普通株式 73,495千円 利益剰余金 10円00銭 平成26年５月31日 平成26年８月25日

－ 21 －
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Ⅴ．金融商品に関する注記事項

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。また、

資金調達については、主に銀行借入により調達しております。なお、デリバティブ取

引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針

であります。

（２）金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権については、顧客の信用リ

スクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの販売管理規程、与

信管理マニュアルに従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、顧客

の信用状態を定期的に把握しております。

　投資有価証券については、その他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒され

ておりますが、保有残高は僅少であります。

　営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務については、半年以内の支

払期日であります。

　借入金については、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。短

期借入金については、変動金利のため、金利の変動リスクに晒されておりますが、短

期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。長期借入金については、その一

部について、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワ

ップ取引）を利用してヘッジしております。

　デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的と

した金利スワップ取引であります。

　　２．金融商品の時価等に関する事項

　平成26年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

連結貸借対照表計
上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

（１）現金及び預金 1,458,815 1,458,815 －

（２）受取手形及び売掛金 7,214,357 7,214,357 －

（３）電子記録債権 437,007 437,007 －

（４）未収消費税等 29,032 29,032 －

（５）未収還付法人税等 80,385 80,385 －

（６）投資有価証券 100,278 100,278 －

（７）支払手形及び買掛金 5,041,076 5,041,076 －

（８）電子記録債務 187,268 187,268 －

（９）短期借入金 1,267,708 1,267,708 －

（10）未払法人税等 32,723 32,723 －

（11）長期借入金 1,017,520 1,024,931 7,411
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（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券並びにデリバティブ取引に関する事項

（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金、（３）電子記録債権、

 (４）未収消費税等、（５）未収還付法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

（６）投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

（７）支払手形及び買掛金、（８）電子記録債務、（９）短期借入金、

（10）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

（11）長期借入金

　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するた

め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　　　　　分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 （ 千 円 ）

非上場株式 2,000

関係会社株式 30,354

　　　これらについては市場性がなく、時価を把握することが極めて困難であると認めら

れるものであるため、非上場株式については、「（６）投資有価証券」に含めておら

ず、関係会社株式については、時価開示の対象とはしておりません。

Ⅵ．１株当たり情報に関する注記事項

１株当たり純資産額 813円68銭

１株当たり当期純利益 83円88銭
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貸　借　対　照　表
（平成26年５月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

た な 卸 資 産

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

短 期 貸 付 金

１年内回収予定の長期貸付金

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

9,892,676

841,664

561,502

5,622,642

437,007

1,809,529

23,018

115,762

304,980

50,830

80,385

45,354

1,614,846

676,086

192,683

1,173

5,890

15,999

460,338

98,813

38,578

53,333

4,150

2,751

839,947

102,278

458,595

42,940

279,072

△42,940

流 動 負 債 5,916,970

支 払 手 形 184,021

買 掛 金 4,264,196

電 子 記 録 債 務 187,268

短 期 借 入 金 1,030,992

未 払 金 80,566

未 払 費 用 38,371

未 払 法 人 税 等 2,758

前 受 金 593

賞 与 引 当 金 88,819

役 員 賞 与 引 当 金 17,900

そ の 他 21,482

固 定 負 債 468,408

長 期 借 入 金 400,000

資 産 除 去 債 務 24,439

繰 延 税 金 負 債 20,969

そ の 他 23,000

負 債 合 計 6,385,379

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 5,110,720

資 本 金 521,600

資 本 剰 余 金 572,400

資 本 準 備 金 572,400

利 益 剰 余 金 4,016,952

利 益 準 備 金 12,500

その他利益剰余金 4,004,452

別 途 積 立 金 3,530,000

繰越利益剰余金 474,452

自 己 株 式 △232

評価・換算差額等 11,423

その他有価証券評価差額金 11,423

純 資 産 合 計 5,122,144

資 産 合 計 11,507,523 負 債 及 び 純 資 産 合 計 11,507,523

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成25年６月１日から
平成26年５月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 24,776,594

売 上 原 価 22,691,929

売 上 総 利 益 2,084,665

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,736,151

営 業 利 益 348,513

営 業 外 収 益

受 取 利 息 11,379

受 取 配 当 金 1,761

仕 入 割 引 35,124

受 取 家 賃 36,043

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 76,337

そ の 他 14,705 175,352

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9,710

売 上 割 引 3,876

為 替 差 損 1,348

そ の 他 1,229 16,165

経 常 利 益 507,701

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,573 1,573

税 引 前 当 期 純 利 益 509,275

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,976

法 人 税 等 調 整 額 170,459 173,435

当 期 純 利 益 335,839

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成25年６月１日から
平成26年５月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成25年６月１日期首
残 高

521,600 572,400 572,400 12,500 3,330,000 463,556 3,806,056 △203 4,899,852

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 200,000 △200,000 － －

剰余金の配当 △124,943 △124,943 △124,943

当 期 純 利 益 335,839 335,839 335,839

自己株式の取得 － △28 △28

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

－ －

事業年度中の変動額合計 － － － － 200,000 10,896 210,896 △28 210,867

平成26年５月31日期末
残 高

521,600 572,400 572,400 12,500 3,530,000 474,452 4,016,952 △232 5,110,720

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成25年６月１日期首
残 高

2,905 2,905 4,902,758

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 － △124,943

当 期 純 利 益 － 335,839

自己株式の取得 － △28

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

8,518 8,518 8,518

事業年度中の変動額合計 8,518 8,518 219,385

平成26年５月31日期末
残 高

11,423 11,423 5,122,144

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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Ⅰ．重要な会計方針

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

　①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

　②その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

（２）たな卸資産

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物　　　　３～50年

（２）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

（２）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上

しております。

（３）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上し

ております。

４．消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

－ 27 －

個別注記表
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Ⅱ．表示方法の変更

（貸借対照表）

　前事業年度において区分掲記しておりました流動資産の「未収入金」（当事業年度

は、569千円）及び「未収還付消費税等」（当事業年度は、29,032千円）は金額的重要

性が乏しくなったため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

　前事業年度において区分掲記しておりました固定負債の「預り保証金」（当事業年度

は、23,000千円）は金額的重要性が乏しくなったため、固定負債の「その他」に含めて

表示しております。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記事項

１．減価償却累計額

有形固定資産 614,364千円

２．保証債務

銀行借入に対する債務保証

M.A.TECHNOLOGY,INC. 30,498千円

美達奇（香港）有限公司 508,300千円

台湾美達旗股份有限公司 30,498千円

割賦債務に対する債務保証

M.A.TECHNOLOGY,INC. 13,485千円

３．関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 675,416千円

短期金銭債務 73,361千円

４．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は次のと

おりであります。

受取手形 75,914千円

支払手形 43,997千円

５．たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

商品 1,808,855千円

貯蔵品 674千円

　　（上記商品には加工委託先への支給品が含まれております。）

Ⅳ．損益計算書に関する注記事項

関係会社との取引高

営業取引

売上高 1,225,145千円

仕入高 1,259,661千円

販売費及び一般管理費 196千円

営業取引以外の取引高 9,641千円

－ 28 －
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Ⅴ.株主資本等変動計算書に関する注記事項

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株 式 数 （株）

当事業年度増加
株 式 数 （株）

当事業年度減少
株 式 数 （株）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （株）

普 通 株 式 404 57 ― 461

合 計 404 57 ― 461

Ⅵ.税効果会計に関する注記事項

　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳は以下のとおりであります。

繰延税金資産

貸倒引当金 12,878千円

未払法定福利費 5,810千円

賞与引当金 31,353千円

たな卸資産 50,688千円

子会社株式 20,316千円

繰越欠損金 77,941千円

会員権 6,883千円

資産除去債務 4,140千円

減損損失 6,248千円

その他 14,863千円

繰延税金資産小計 231,123千円

評価性引当額 △114,293千円

繰延税金資産合計 116,829千円

繰延税金負債

未収事業税 △5,507千円

土地 △8,027千円

その他有価証券差額金 △8,501千円

繰延税金負債合計 △22,037千円

繰延税金資産の純額 94,792千円

－ 29 －
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Ⅶ.リースにより使用する固定資産に関する注記事項

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な固定資産

として自動車等があります。

Ⅷ.関連当事者との取引に関する注記事項

種 類 会社等の名称
議 決 権 等 の
所 有 ( 被 所
有 ) 割 合 ( ％ )

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社 M.A.TECHNOLOGY,INC.
（所有）
直接93.1％

当社電子部品の製造
役員の兼務

資金の回収
（注）1

171,413 － －

子 会 社 美達奇（香港）有限公司
（所有）
直接100.0％

当社電子部品の販売
役員の兼務

債務保証
（注）2

508,300 － －

資金の貸付
（注）1
資金の回収
（注）１

284,304

183,116

短期貸付金

1年内回収予定の
長期貸付金

304,980

50,830

子 会 社 敏拓吉電子（上海）有限公司
（所有）
間接100.0％

当社電子部品の販売
役員の兼務

売 上 高
（注）3

575,586 売掛金 147,208

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１.M.A.TECHNOLOGY,INC.及び美達奇（香港）有限公司に対する資金の貸付金利につい

ては市場金利を勘案して合理的に決定しており、返済条件は期限１年以内～３年、

月賦返済等としております。

　　　２.美達奇（香港）有限公司に対する債務保証については、金融機関からの借入に対し

て当社が保証を行っているものであります。

      ３.敏拓吉電子（上海）有限公司への当社電子部品の販売について、市場価格を参考に

決定しております。

Ⅸ.１株当たり情報に関する注記事項

１株当たり純資産額 696円93銭

１株当たり当期純利益 45円69銭

－ 30 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年７月11日

ミタチ産業株式会社

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人　トーマツ

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 大 中 康 宏 

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 河 嶋 聡 史 

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ミタチ産業株式会社の平成２５

年６月１日から平成２６年５月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基

本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関

連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討

することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、ミタチ産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計

算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上

－ 31 －
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年７月11日

ミタチ産業株式会社

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人　トーマツ

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 大 中 康 宏 

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 河 嶋 聡 史 

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ミタチ産業株式会社の平

成２５年６月１日から平成２６年５月３１日までの第３８期事業年度の計算書類、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並

びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般

に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計

算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上

－ 32 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成25年６月１日から平成26年５月31日までの第38期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、事業報
告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100
条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。
　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事
業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

二　取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務遂行についても、指摘
すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及び附属明細書の監査結果
　会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

平成26年７月17日

ミ タ チ 産 業 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 西 山 重 正 
社 外 監 査 役 清 水 哲 二 
社 外 監 査 役 伊 藤 嘉 量 

（注）監査役、清水哲二、監査役、伊藤嘉量は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定
める社外監査役であります。

以　上

－ 33 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

当社では、長期的視点に立った財務体質と経営基盤の強化に努めるとともに、

株主に対する利益還元を経営の重要課題と考えており、安定的な配当に配慮する

とともに業績を反映した利益還元を基本方針といたしております。

配当につきましては、下記のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円　総額73,495,390円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年８月25日

－ 34 －

剰余金処分議案
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第２号議案　監査役２名選任の件

　本総会終結の時をもって監査役西山重正氏及び清水哲二氏が任期満了とな
りますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
まき

牧
の

野
けん

賢
いち

一
（昭和26年７月31日）

昭和45年４月　東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社

平成11年10月　㈱東芝中部支社中部電子デバイス営

業第一部課長

平成15年４月　当社入社デバイス営業部副部長

平成18年７月　当社営業業務部部長

平成23年６月　当社三河支店副支店長（現任）

3,315株

２
なか

中
はま

浜
あけ

明
みつ

光
（昭和23年11月５日）

昭和46年４月　監査法人丸の内会計事務所（現有限責

任監査法人トーマツ）入所

昭和49年９月　公認会計士登録

平成26年１月　中浜明光公認会計士事務所設立 所長

（現任）

（重要な兼職の状況）

中浜明光公認会計士事務所所長

㈱スーパーアプリ監査役

㈱安江工務店監査役

0株

（注）１．各候補者は、新任の監査役候補者であります。

　　　２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　３．中浜明光氏は、社外監査役候補者であります。

　　　４．中浜明光氏は、公認会計士として、長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企

業会計に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有していることから、適切な意見表

明をいただけるものとして選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に直

接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役

としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

　　　５．当社は、中浜明光氏が選任された場合に、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に

より、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

　　　６．中浜明光氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件

を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以　上

－ 35 －

監査役選任議案
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株主総会会場ご案内図

会場　名古屋市中区金山町一丁目１番１号

ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋

５階　ローズルーム

電話　（052）683-4111（代）

栄方面

金山総合駅

名古屋ボストン
美術館

名古屋
国際会議場

地下鉄
名城線

ＪＲ
東海道
本線

名鉄
名古屋
本線

ＪＲ中央本線

ＡＮＡクラウンプラザ
ホテルグランコート名古屋

ＪＲ東海道新幹線

名古屋港方面

伏
見
通

大
津
通

名
鉄
名
古
屋
駅

Ｊ
Ｒ
名
古
屋
駅

N

交通のご案内

・名古屋駅からＪＲまたは名鉄で約５分

・栄駅から地下鉄で約10分

・金山総合駅から徒歩で約１分

お願い

当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お

車でのご来場はご遠慮願います。

地図




